
【参考】 

＜労使ネットとっとりについて＞ 

取扱
業務

○労働問題に関する相談
（募集・採用を除く）

○個別労働関係紛争のあっせん
○労働争議のあっせん・調整・仲裁

○不当労働行為事件の審査
○労働委員会委員による定期労働相談会

（要予約：原則毎月第２水曜日）

利用
時間

平日 ８：３０～１７：１５
（事前予約の場合１８：３０まで受付）

http://www.pref.tottori.lg.jp/roui/

鳥取県労働委員会

個別労使紛争解決支援センター 【労使ネットとっとり】

ロゴ

マーク

の趣旨

楕円の輪は、労働者と事業主との
トラブルの間に立ち会うあっせん
員を表現しています。公労使の三
者構成の重なりにより、紛争が円
満に解決し、和(ハートの輪)が生
まれる様子をイメージしています。

労使

ネット

の趣旨

労使間に話合いのためのネット
（網）をはり、紛争解決を支援
します。


